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2. 筆ポリゴン利用 GIS へのログインからログアウトまで 
 

本システムにおける、ログインからログアウトまでの一連の流れを示します。 
※システムへのログインには、eMAFF IDが必要です。事前にご準備ください。 
 
eMAFF ID（gBizID）の取得方法については、以下のWeb サイトをご覧ください。 
【農林水産省共通申請サービス】（eMAFF） 
https://e.maff.go.jp/GuestPortal 
※eMAFF ID は、eMAFF の利用に使用するアカウントですが、農林水産省の提供するシステムにおけるセ

キュリティレベル確保等の観点から筆ポリゴン利用 GIS におけるログインにも利用しています。 
 
（１） ログイン 
＜手順＞ 
① 農林水産省ウェブサイト（※）に用意されたリンクから、筆ポリゴン利用 GIS リンクにアクセスします。アク

セスすると、以下の画面が表示されますので、「eMAFF ID(gBizID)でログインされる方はこちら」をクリッ
クします。 

 
※ 農地の区画情報（筆ポリゴン）の提供サイト  
https://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html 
この提供サイトには、筆ポリゴンの利用に関する各種お知らせ等を掲載していますので、 
利用前に確認ください。 
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② eMAFF ID のログイン画面が表示されますので、お持ちの eMAFF ID(gBizID)に応じたログイン方法
でログインしてください。 

※お持ちの eMAFF ID の種類により、ログイン方法が異なります。 
・gBizID に紐付いた eMAFF ID をお持ちの方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ログイン方法 A 
・組織管理者アカウントにより発行された eMAFF ID をお持ちの方‥‥‥‥‥‥‥ ログイン方法 B 
 
 【ログイン方法 A︓gBizIDに紐付いた eMAFF IDをお持ちの方】 
 
❶「gBizID でログイン」をクリックします。 

  

 
❷事前に作成した gBizID のアカウント ID（メールアドレス）とパスワードを入力して、ログインをクリック
します。 
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【ログイン方法 B︓組織管理者アカウントにより発行された eMAFF IDをお持ちの方】 
❶「政府機関及び自治体職員等の方はこちら」をクリックします。 

 

 

❷メールアドレス、パスワードの入力欄が表示されますので、eMAFF ID 作成時に登録したメールアドレ
スとパスワードを入力します。 
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※複数の eMAFF ID をお持ちの方は、ログイン後に、ご利用の eMAFF ID を選択してください。 

    
 

③ アカウントの登録メールアドレスに送信されたコードを入力し、「続ける」をクリックします。 

 
 

農林水産省共通申請サービス担当（e@maff.go.jp）から、以下のメールが届きますので、 
「認証コード」を上記の「コードの入力」欄に入力してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 農林 太郎 

Taro 

 XXXXXX 
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④ 利用規約等をすべて確認後、「同意する」をクリックしてください。 
 

 
⑤ 以下の画面が表示されれば、ログイン完了です。 

※この時、付与されているライセンスタイプは「Viewer」です。 
  

 
【初回ログイン時の留意事項】 

初回ログイン時は、以下の画面が表示されます。「プロフィール表示設定」は、「非公開」にされることを
推奨しています。 

設定が完了したら、画面上部の「ホーム」を選択いただくと、通常のログイン後の画面に遷移します。 
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（２） Creator ライセンスの付与及び適用 

筆ポリゴンのダウンロードや GIS 機能を用いた解析・分析等を行うには Creator ライセンスが必要です。 
筆ポリゴン利用 GIS にログインされると、順次 Creator ライセンスが自動で付与されます。 

付与された Creator ライセンスをご利用いただくには、以下の手順で Creator ライセンスを適用させる 
必要があります。 

なお、Creator ライセンスには数に限りがあり、システム全体のユーザー数等の状況により、すぐに付与さ 
れない場合もありますので、ご了承ください。 

 
＜手順＞ 
① （１）のログインが完了すると、順次、Creator ライセンスが自動で付与されます。 

Creator ライセンスが付与されると eMAFF ID に登録されているメールアドレスに以下のアドレス
（fudepolygon_userlicense@maff.go.jp）から通知メールが送信されます（この時点ではまだ
Creator ライセンスは利用できません）。 
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② 通知メールが届きましたら、一度システムからログアウトし、再度ログインしてください。 
ホーム画面右上のユーザー名をクリックし、「サインアウト」をクリックします。 

  
 
 
 
ログイン画面が表示されますので、（１）ログインの手順に従い、再度ログインします。 
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③ 再度ログインが完了すると、Creator ライセンスが適用され、ご利用いただけます。 
ご自身のライセンスタイプは、ホーム画面右上のユーザー名→設定→ライセンスでご確認いただけます。 
 
（ライセンスタイプの確認方法） 
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（３） ログアウト 
システムの利用が終わりましたら、ログアウトしてください。 
ご利用されているライセンスの種類（Viewer、Creator）によって、ログアウトの方法が異なります。 

 
＜手順＞ 
【Viewerライセンスの方】 
① ホーム画面右上のユーザー名をクリックします。 

 
 

② 「サインアウト」をクリックします。 

 
 
③ 再びログイン画面が表示されると、ログアウト完了です。タブ（ウィンドウ）を閉じて終了してください。 
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【Creatorライセンスの方】 
【Creatorライセンスの方のログアウトにおける留意事項】 

「Creator」ライセンスで作成されたデータ及び本システムにアップロードされたデータは、「Creator」ラ
イセンスの返却後または毎日 AM2:00 になった後（「Creator」ライセンスの自動返却後）に、自動
的に削除され、利用（閲覧も含む）できなくなります。このため、データについては、「Creator」ライセン
スが付与されている間に、ご自身のパソコン等への保存（エクスポート及びダウンロード）を完了していた
だきますようお願いします。

なお、毎日 AM2:00 以降はシステムメンテナンスのため本システムを利用できませんので、保存（エ
クスポート及びダウンロード）は時間に余裕を持って行ってください。

 注︓サインアウト処理（ホーム画面右上のユーザー名からサインアウトを選択）するだけでは、
「Creator」は返却されません。 

① ホーム画面の下部にある「Creator ライセンス返却」をクリックします。

（中略） 
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② 別タブ（別ウィンドウ）で表示された Creator ライセンス返却ページの「送信」ボタンをクリックします。

③ 以下の画面が表示されますので、「サインアウト」をクリックします。

④ 以下の画面が表示されればサインアウト完了です。すべてのタブ（ウィンドウ）を閉じて終了してください。
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3. 筆ポリゴン利用 GISのホーム画面（全体マップ） 
 
※Viewer ライセンスでログインした場合の画面 

 
  

A B C D 

E F G H 

I 

筆ポリゴン利用 GIS の利用に関する説明等 
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A:ホーム………………………ホーム画面を表示します。ログインした直後に表示される上記のページのことで 
す。 

B:マップ………………………マップ上で筆ポリゴンの閲覧や筆ポリゴンを用いた解析・分析等を行うことができ 
ます。利用方法は本マニュアル「4.筆ポリゴン利用 GIS の主な機能（GIS 関

連）」をご参照ください。 
C:コンテンツ……………………筆ポリゴン利用 GIS で利用できるアイテムを検索・確認することができます。 
D:ユーザー情報………………ユーザー情報（適用中のライセンスタイプやメールアドレス等）の確認を行えま

す。 
E:アンケート……………………筆ポリゴンの利用に関するアンケートフォームのリンクです。利用方法は本マニュ

アル「7.筆ポリゴンの利用に関するアンケート」をご参照ください。 
F:付加情報提供……………付加情報提供フォームのリンクです。利用方法は本マニュアル「6.付加情報提

供」をご参照ください。 
G:修正情報提供……………修正情報提供フォームのリンクです。利用方法は本マニュアル「5.利用者からの

筆ポリゴンの区画修正情報の提供ご参照ください。 
H:Creator ライセンス返却……Creator ライセンス返却フォームのリンクです。利用方法は本マニュアル「2 筆

ポリゴン利用 GIS へのログインからログアウトまで」をご参照ください。 
I:利用規約等…………………筆ポリゴンの利用規約、筆ポリゴン利用 GIS の利用規約、筆ポリゴン利用

GIS のプライバシーポリシー、お問合せ先・FAQ のリンクです。 
 
  




